
K-ウィンターパス 会員規約 お客様控え
【利用規約】
第 1条　【名称と目的】
本スキーシーズンパスは、「Ｋウィンターパス」（以下「ＫＷＰ」という）と称し、加森観光株式会社（以下「当社」という）が運営するスキー場施設及びその他の施設（以下
「対象スキー場」という）を利用し、健全なスポーツ、レジャーを通して、人間と自然の共生及び健康を主体としたリゾートライフの充実・発展を目的とします。
第２条　【定義】
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「ＫＷＰ」とは、所定の手続きにより申込みを行い、指定する期間内に料金を当社に納入した際に発行されるカードを指します。
(2)「所有者」とは、ＫＷＰ購入時に申込書に記載された氏名の者を指します。
(3)「ＫＷＰサービス」とは、対象スキー場においてＫＷＰを提示することにより受けることのできるリフト等搭乗サービス、別途定める購入特典を指します。
(4)「利用停止」とは、対象スキー場において一時的に KWPサービスの提供を受けることができなくなる措置を指します。
(5)「失効」とは、対象となる所有者のＫＷＰの効力を永続的に利用停止する措置を指します。
第３条　【規約の変更】　
１． 当社は、所有者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、ＫＷＰの利用条件は変更後の規約によります。 
２． 変更後の会員規約は当社が別途定める場合を除いてWebサイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。 
第４条　【購入】
１．ＫＷＰの購入を希望する者は、当社が定める所定の方法により購入申込を行うものとします。 
２．ＫＷＰの購入日は所定の購入申込を行い、料金を納入した日付とします。加森観光は購入日以降に発券作業を行います。
第５条　【禁止行為】
KWP について、次の行為を禁止ます。
(1)ＫＷＰ又はその利用権を第三者に譲渡、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為。
(2) 所有者以外の第三者による KWPの使用。
(3)KWP の改変又は偽造。
(4) 対象スキー場における KWPを使用した商業行為。
第６条　【提示の義務】
所有者は、対象スキー場においてＫＷＰサービスを受ける際にはＫＷＰを提示しなくてはなりません。ＫＷＰを提示できない場合は利用施設のサービス内容に応じた料金が発生します。
第７条　【解約】
１．ＫＷＰ所有者は、会員契約を解約する場合は当社に届け出るものとします。２．KWP購入時に「キャンセル保証制度」を利用して所定の期間内に解約した場合を除き、
解約理由の如何にかかわらず既に受領した KWP購入代金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
第８条　【紛失・破損】
ＫＷＰの再発行には、事務手数料 1,000 円を申し受け致します。
第９条　【利用者の義務】
１． 所有者はＫＷＰサービスの利用に際し登録等の手続きが定められている場合は、当該手続を経るものとします。 
２． 所有者は個々のＫＷＰサービスの利用に際し本規約の他、対象スキー場が定める利用規約等（スキー場利用規約の他、各スキー場がそれぞれ定める施設利用者に適用される
規約を含む）を遵守するものとします。 
第 10条　【料金】
ＫＷＰの料金、算定方法等は当社が別途定めるとおりとします。
第 11条【連絡】
次の場合においては、当社から KWPの申込時に届出があった連絡先（電話番号・緊急連絡先・メールアドレス）宛てに連絡をする場合があり、所有者は予めこれを了承するものとします。
(1)KWP の申込手続又は付随するサービスについて連絡が必要な場合
(2) 遺失物として KWP又は会員の所有物と思われる物が届けられた場合
(3) その他、KWPの利用又は対象スキー場の利用に関して連絡が必要な場合
第 12条　【除名】
ＫＷＰの所有者が次のいずれかに該当した場合、当社は当該所有者をＫＷＰ会員から除名処分することができるものとします。
(1)ＫＷＰの名誉・信用を傷つけ、また秩序を乱したとき。
(2)ＫＷＰの運営に支障が生じると判断したとき。
(3) 暴力団構成員あるいは準構成員であることが判明したとき。
(4) 暴力･障害及び粗野な行動により、他の利用者、管理者、近隣などに著しく迷惑をかけ、不快感を与えたとき。
第 13条【利用停止・失効】
１．当社は、次の場合において、対象となる所有者名義の KWPについて利用停止又は失効の措置を取ることができるものとします。
(1) 所有者が本規約又はスキー場の利用規約等に違反する行為を行った場合
(2)KWP について紛失・破損の届出があった場合
(3) 所有者以外の第三者による KWPの使用が発覚した場合
(4) 所有者が前条により除名処分を受けた場合
２．KWPの利用停止又は失効の措置が講じられた場合において、払い戻しは行いません。
第 14条　【内容の変更】
１．当社は、所有者への事前の通知なくしてＫＷＰサービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。これに関して当社は一切責任を負いません。 
２． 当社はWebサイト上に事前通知をした上で、ＫＷＰサービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 
３． 当社はＫＷＰサービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。 
第 15条　【免責】
次の場合において、KWPサービスの利用を提供できないことについて、当社は責任を負いかねます。
(1)KWP 購入時に提示されている対象スキー場のオープン日よりも KWPサービス提供開始時期が遅れた場合。
(2) 天候の悪化、積雪状況の変化、リフト等の設備の故障その他やむを得ない事由などにより一時的に利用できない場合。
(3) 対象スキー場のいずれか一か所においてでもＫＷＰサービスが提供できている場合。
第 16条　【解散】
止むを得ない事情により、ＫＷＰサービスの運営が続行不可能な場合は、シーズンを日割りで計算し、残日数の料金について精算支払します。
第 17条　【有効期間】
有効期間は、購入日より最初に到来するシーズン終了日までとします。
第 18条　【準拠法】
本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとします。
第 19条　【合意管轄】
本規約及び KWPに関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む）は、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



別紙「K－ウィンターパス 会員規約」の全項目に同意します。

ご注文内容
□にチェックを
入れてください。 おとな 中・高校生 こども おとな こども
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K Winter Pass 2025-26申込書 ホームゲレンデ： 

住　所

西暦      　　　 年      　 　月　      日（　    　  歳）

様

フリガナ

生年月日

氏　名

メールアドレス
e-mail :              　　　　　                                   @ 

〒

顔写真を1 枚ご用意ください。

横３cm× 縦４cm
カラー写真

アルファベット名

中・高校生 中・高校生

サッポロテイネ

所属チーム

電話番号
緊急連絡先

保護者氏名（未成年の方のみ）

KWP
使用者名

様

□ 現地申込　　　　□ 現金書留　

□ リピート購入     （  2024－2025KWP購入者 ）
ご紹介者氏名

会員 No.

ご紹介者会員 No.□ リピーター様からの紹介有

4
4

来年度の申込書の受け取り方法　□ e-mail で受け取る　□ 郵送で受け取る
※e-mail のお客様へは加森観光グループからのお得な情報をお送りする場合もございます。
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キャンセル保険金制度

□

プレミアム
新規

プレミアム
継続・紹介

ゴールド
新規

ゴールド
継続・紹介

スタンダード
新規

スタンダード
継続・紹介

□申し込む（追加 11,000 円支払い） 申し込まない□
キャンセル保険金制度により返金になる条件
・キャンセル保険金制度を利用し、KWP料金全額を支払い済みであること
・2025 年 12 月 10 日までにキャンセルの連絡を KWP係まで連絡すること
・KWPが未使用であること

左記の条件を全て満たした場合、
キャンセル保険金を除いた
KWPの料金を払い戻し
（返金に要する各手数料はお客様負担）

KWP の受け取り方法
□ 郵送で受け取り □ サッポロテイネ窓口で受け取り

申込方法

利用規約第 7条に記載の購入手続き完了後に料金の払い戻しは行われないことを
確認し同意しました。□

様

【利用規約】
第 1条　【名称と目的】
本スキーシーズンパスは、「Ｋウィンターパス」（以下「ＫＷＰ」という）と称し、加森観光株式会社（以下「当社」という）が運営するスキー場施設及びその他の施設（以下
「対象スキー場」という）を利用し、健全なスポーツ、レジャーを通して、人間と自然の共生及び健康を主体としたリゾートライフの充実・発展を目的とします。
第２条　【定義】
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「ＫＷＰ」とは、所定の手続きにより申込みを行い、指定する期間内に料金を当社に納入した際に発行されるカードを指します。
(2)「所有者」とは、ＫＷＰ購入時に申込書に記載された氏名の者を指します。
(3)「ＫＷＰサービス」とは、対象スキー場においてＫＷＰを提示することにより受けることのできるリフト等搭乗サービス、別途定める購入特典を指します。
(4)「利用停止」とは、対象スキー場において一時的に KWPサービスの提供を受けることができなくなる措置を指します。
(5)「失効」とは、対象となる所有者のＫＷＰの効力を永続的に利用停止する措置を指します。
第３条　【規約の変更】　
１． 当社は、所有者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、ＫＷＰの利用条件は変更後の規約によります。 
２． 変更後の会員規約は当社が別途定める場合を除いてWebサイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。 
第４条　【購入】
１．ＫＷＰの購入を希望する者は、当社が定める所定の方法により購入申込を行うものとします。 
２．ＫＷＰの購入日は所定の購入申込を行い、料金を納入した日付とします。加森観光は購入日以降に発券作業を行います。
第５条　【禁止行為】
KWP について、次の行為を禁止ます。
(1)ＫＷＰ又はその利用権を第三者に譲渡、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為。
(2) 所有者以外の第三者による KWPの使用。
(3)KWP の改変又は偽造。
(4) 対象スキー場における KWPを使用した商業行為。
第６条　【提示の義務】
所有者は、対象スキー場においてＫＷＰサービスを受ける際にはＫＷＰを提示しなくてはなりません。ＫＷＰを提示できない場合は利用施設のサービス内容に応じた料金が発生します。
第７条　【解約】
１．ＫＷＰ所有者は、会員契約を解約する場合は当社に届け出るものとします。２．KWP購入時に「キャンセル保証制度」を利用して所定の期間内に解約した場合を除き、
解約理由の如何にかかわらず既に受領した KWP購入代金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
第８条　【紛失・破損】
ＫＷＰの再発行には、事務手数料 1,000 円を申し受け致します。
第９条　【利用者の義務】
１． 所有者はＫＷＰサービスの利用に際し登録等の手続きが定められている場合は、当該手続を経るものとします。 
２． 所有者は個々のＫＷＰサービスの利用に際し本規約の他、対象スキー場が定める利用規約等（スキー場利用規約の他、各スキー場がそれぞれ定める施設利用者に適用される
規約を含む）を遵守するものとします。 
第 10条　【料金】
ＫＷＰの料金、算定方法等は当社が別途定めるとおりとします。
第 11条【連絡】
次の場合においては、当社から KWPの申込時に届出があった連絡先（電話番号・緊急連絡先・メールアドレス）宛てに連絡をする場合があり、所有者は予めこれを了承するものとします。
(1)KWP の申込手続又は付随するサービスについて連絡が必要な場合
(2) 遺失物として KWP又は会員の所有物と思われる物が届けられた場合
(3) その他、KWPの利用又は対象スキー場の利用に関して連絡が必要な場合
第 12条　【除名】
ＫＷＰの所有者が次のいずれかに該当した場合、当社は当該所有者をＫＷＰ会員から除名処分することができるものとします。
(1)ＫＷＰの名誉・信用を傷つけ、また秩序を乱したとき。
(2)ＫＷＰの運営に支障が生じると判断したとき。
(3) 暴力団構成員あるいは準構成員であることが判明したとき。
(4) 暴力･障害及び粗野な行動により、他の利用者、管理者、近隣などに著しく迷惑をかけ、不快感を与えたとき。
第 13条【利用停止・失効】
１．当社は、次の場合において、対象となる所有者名義の KWPについて利用停止又は失効の措置を取ることができるものとします。
(1) 所有者が本規約又はスキー場の利用規約等に違反する行為を行った場合
(2)KWP について紛失・破損の届出があった場合
(3) 所有者以外の第三者による KWPの使用が発覚した場合
(4) 所有者が前条により除名処分を受けた場合
２．KWPの利用停止又は失効の措置が講じられた場合において、払い戻しは行いません。
第 14条　【内容の変更】
１．当社は、所有者への事前の通知なくしてＫＷＰサービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。これに関して当社は一切責任を負いません。 
２． 当社はWebサイト上に事前通知をした上で、ＫＷＰサービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。 
３． 当社はＫＷＰサービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。 
第 15条　【免責】
次の場合において、KWPサービスの利用を提供できないことについて、当社は責任を負いかねます。
(1)KWP 購入時に提示されている対象スキー場のオープン日よりも KWPサービス提供開始時期が遅れた場合。
(2) 天候の悪化、積雪状況の変化、リフト等の設備の故障その他やむを得ない事由などにより一時的に利用できない場合。
(3) 対象スキー場のいずれか一か所においてでもＫＷＰサービスが提供できている場合。
第 16条　【解散】
止むを得ない事情により、ＫＷＰサービスの運営が続行不可能な場合は、シーズンを日割りで計算し、残日数の料金について精算支払します。
第 17条　【有効期間】
有効期間は、購入日より最初に到来するシーズン終了日までとします。
第 18条　【準拠法】
本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとします。
第 19条　【合意管轄】
本規約及び KWPに関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む）は、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


